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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和４年８月１５日 ０７時０８分ごろ 

発生場所 広島県広島港第３区 

 広島港西防波堤灯台から真方位２８１°１.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２０.９′ 東経１３２°２５.９′） 

事故の概要 プレジャーボート黒潮
くろしお

Ⅶは、南西進中、発電機室から火災が発生し

た。 

黒潮Ⅶは、全焼して沈没した。 

事故調査の経過 令和４年８月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 黒潮Ⅶ、１９トン  

２９０－４８２７９広島、株式会社七福商事 

１４.２０ｍ（Lr）×４.４４ｍ×２.６１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、６０４kＷ（合計）、平成２年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 ７１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２２年３月２日 

免許証交付日 令和２年２月１９日 

         （令和７年３月１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全焼 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、友人等（以下「同乗者」とい

う。）１５人を乗せ、レジャーの目的で、令和４年８月１５日０７時

０５分ごろ、広島県江田島市岸根
が ん ね

鼻周辺に向け、広島県広島市所在の

マリーナを出港した。 

 船長は、操舵室内右舷寄りの操縦席に座って操船し、０７時０８分

ごろ、広島港第３区を約２１ノット（kn）の対地速力で南西進中、船

尾付近でうっすら煙のようなものが出ているのを発見した。 

 船長は、０７時１０分ごろ、約２３kn の対地速力で広島市似
にの

島北方
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沖を航行中、船内モニタの画面が消えてエアコンが止まったので、 

１００Ｖの船内電源の供給が止まったことに気付き、しばらくしてか

すかな異臭に気付いた。 

 船長は、機関を中立運転として本船を停止させ、船尾の方を点検に

行こうと思い、操舵室から船尾デッキにある発電機室のハッチ（以下

「本件ハッチ」という。）の方を見たところ、黒い煙が本件ハッチか

ら漏れていることに気付いた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船の側面から見た状況 

 

 船長は、船内に入り込んだ黒い煙を換気しようと本船を全速力で走

らせ、船内から煙を追い出しながら、０７時２０分ごろ同乗者に依頼

して本件ハッチを開けた途端、発電機室内から炎が上がっているのが

見えた。 

 船長は、再び機関を中立運転として本船を停止させ、発電機室から

の煙で操舵室後方の船尾デッキへの出入口から船尾に行けないので、

窓から操舵室外に出て状況を確認したところ、火勢が強まって発電機

室から燃え広がっていたので、危険を感じて１１８番通報した。 

 船長は、同乗者全員を船首デッキへ誘導して同乗者と共に海に飛び

込んだ。 

 船長は、同乗者全員と共に泳いで本船から離れて救助を待っていた

ところ、付近にいたプレジャーボート２隻によって救助された。 

本船は、０８時１０分ごろ来援した巡視艇及び消防艇が消火活動を

行ったが、０８時３５分ごろ全焼して沈没した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件ハッチ 操舵室 

発電機室         機関室  

船尾デッキへの出入口 
船首デッキに通じるハッチ 

船長 
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写真１ 巡視艇及び消防艇の消火活動の状況 

 

本船は、本事故後、船長が手配したサルベージ会社によって台船に

引き揚げられた後、広島市草津漁港に陸揚げされ、解体処分された。

（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 台船に引き揚げられた本船 

 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長ほか同乗者全員は、救命胴衣を着用していた。 

 本船は、船齢が約３２年であり、船長が平成２１年に中古で購入

し、主として夏場（５月～８月）に年間約１００時間使用していた。 

 本船の発電機室は、機関室の後方にあり、機関室と隔壁で仕切られ

ていた。 

 本船は、発電機を令和３年１月に船長が購入し、自ら作業して交換

したが、電気配線は、発電機交換前のものをそのまま継続使用してい

た。 

船長は、本事故の前まで電気的な不具合が生じていなかったので、

（海上保安庁提供） 
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本船を購入してから電気配線等の点検整備を行っていなかった。 

船長は、火災の原因は漏電で、発電機室内の電気配線が過熱して出

火したのではないかと本事故後に思った。 

本船は、消火設備として、発電機室内の本件ハッチ付近に小型船舶

用粉末消火器１本を備えていたが、本事故当時、煙と炎によって近づ

けなかったので、使用できなかった。 

本船には、自動拡散型消火器が機関室に２台設置されていたもの

の、発電機室には設置されていなかった。また、火災探知器は設置さ

れていなかった。 

消防署の見解は、次のとおりであった。 

各火源について検討した結果、主機エンジン用バッテリー、発電機

及び電気配線にそれぞれ出火の起因となった可能性が認められるもの

の、いずれについても原因特定に至る確たる証拠が得られないことか

ら、出火原因は不明とする。 

発火源 不明、経過 不明、着火物 不明 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

不明 

不明 

なし 

本船は、広島港第３区を南西進中、発電機室から出火したものと考

えられる。 

本船は、平成２１年に購入されてから電気配線等の点検整備が行わ

れていない中、令和３年１月に発電機を交換していたものの、交換前

の発電機で使用していた電気配線をそのまま継続使用していたことか

ら、同配線が経年劣化により漏電し、過熱して出火した可能性がある

と考えられるが、本船の損傷が激しく、出火に至る状況を明らかにす

ることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、広島港第３区を南西進中、発電機室から出火し

たことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、ふだんと違う煙のようなものや、異臭に気付いた場合、

直ちに火災の有無を確認すること。 

・船舶所有者は、電気配線等の点検整備を定期的に行うこと。 

・船舶所有者は、発電機室等における火災を想定して直ちに消火作

業ができるように持運び式消火器を操縦スタンド等に設置するこ

とが望ましい。 

・船舶所有者は、法令で火災探知器及び自動拡散型消火器の設置が

求められる機関室以外の場所であっても、発電機室等の火災が発

生する可能性がある場所には火災探知器及び自動拡散型消火器を



- 5 - 

設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

広島県 

山口県 

広島市 

本船のマリーナ 

本船の推定進路 

広島港西防波堤灯台 

本船の引揚げ場所 

消火活動場所 

草津漁港 

似島 
事故発生場所 

（令和４年８月１５日 

０７時０８分ごろ発生） 

岸根鼻 

江田島市 

能美島 


